
平成２２年９月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報               第２６０号 

 1

 

     大和高田市公報     
市 章                                  市の木：さざんか 

 

目   次 

 

規則 

○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 

の一部を改正する規則･･････････････････････････････････････････････（人 事 課）･････ 3 

訓令 

○大和高田市生活保護システム導入業務プロポーザル審査委員会設置要綱（保 護 課）･････ 3 

告示 

○大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示･･････（人 事 課）･････ 4 

○職権による消除･･････････････････････････････････････････････････（市 民 課）･････ 6 

○違反広告物の保管････････････････････････････････････････････････（都 市 計 画 課）･････ 6 

○公示送達････････････････････････････････････････････････････････（収 納 対 策 室）･････ 6 

○引取りのない自転車等の処分･･････････････････････････････････････（生 活 安 全 課）･････ 7 

○９月市議会定例会の招集･･････････････････････････････････････････（財 政 課）･････ 7 

○放置自転車等の移動・保管････････････････････････････････････････（生 活 安 全 課）･････ 7 

○大和都市計画生産緑地地区の変更･･････････････････････････････････（都 市 計 画 課）･････ 8 

公告 

○市営住宅（礒野）地上デジタル設備設置工事に関する条件付き一般競争 

入札公告･･････････････････････････････････････････････････････････（契 約 監 理 室）･････ 8 

○大和高田市立図書館自家用電気工作物修理工事に関する条件付き一般競 

争入札公告･･･････････････････････････････････････････････････････（ 〃  ）･････10 

○自動車臨時運行許可番号標の無効･････････････････････････････････（市 民 課）･････12 

○市有財産の売却･････････････････････････････････････････････････（財 産 管 理 課）･････12 

○高６幹中三倉堂２丁目地内管渠工事（８）・給配水管移設工事（Ｇ０８） 

に関する条件付き一般競争入札公告･････････････････････････････････（契 約 監 理 室）･････15 

○高６幹蔵之宮町地内管渠工事（１）・給配水管移設工事（Ｇ０１）に関 

する条件付き一般競争入札公告･････････････････････････････････････（ 〃  ）･････17 

○高６幹中三倉堂２丁目地内管渠工事（２）・給配水管移設工事（Ｇ０２） 

に関する条件付き一般競争入札公告･････････････････････････････････（ 〃  ）･････19 

○藤枝若葉町地内管渠工事（３）に関する条件付き一般競争入札公告････（ 〃  ）･････21 

○敷枝池田地内管渠工事（４）・給配水管移設工事（Ｇ０４）・配水管布設 

替工事（池田）に関する条件付き一般競争入札公告････････････････････（ 〃  ）･････23 

○高５枝東中１丁目地内管渠工事（１１）・給配水管移設工事（Ｇ１１） 

に関する条件付き一般競争入札公告･････････････････････････････････（ 〃  ）･････25 

○敷枝大谷地内管渠工事（２０－１）・給配水管移設工事（Ｇ２０－１） 

に関する条件付き一般競争入札公告･････････････････････････････････（ 〃  ）･････26 

教育委員会 

○教育委員会８月定例委員会の招集･････････････････････････････････（教 育 総 務 課）･････28 

○教育委員会８月臨時委員会の招集･････････････････････････････････（ 〃  ）･････29 



平成２２年９月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報               第２６０号 

 2

○教育委員会９月定例委員会の招集･････････････････････････････････（教 育 総 務 課）･････29 

選挙管理委員会 

○選挙管理委員会の招集･･･････････････････････････････････････････（選挙管理委員会）･････29 

○選挙管理委員会の招集･･･････････････････････････････････････････（ 〃  ）･････30 

○選挙人名簿に登録した者の氏名及び住所等を記載した書面の縦覧･･････（ 〃  ）･････30 

農業委員会 

○農業委員会９月定例委員会の招集･･････････････････････････････････（農 業 委 員 会）･････30 



平成２２年９月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報               第２６０号 

 3

 

 

規則第３３号 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次

のように定める。 

  平成２２年７月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和５７年規則第１３

号）の一部を次のように改正する。 

別表第１第３号エ中「せん孔、タイプ、電話交換、電信等の」を「電子計算機への入力を反復して

行う」に、「手指のけいれん、手指、前腕等のけん、けんしよう若しくはけん周囲の炎症又頸肩腕症

候群」を「後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害」に改め、同表第４号ク中「キ」

を「ク」に改め、同号中クをケとし、キをクとし、カの次に次のように加える。 

  キ 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚 

別表第１第６号ア中「の業務」の次に「、介護の業務」を加え、同表第７号ケ中「肝血管肉しゅ」

の次に「又は肝細胞がん」を加え、同号コ中「又は甲状腺がん」を「、甲状せんがん、多発性骨髄し

ゅ又は非ホジキンリンパしゅ」に改め、同表中第８号を第１０号とし、第７号の次に次の２号を加え

る。 

 （８） 相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業

務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止（心臓性突然死を含む。）、心室細動等

の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゅう破裂（解離性大動脈りゅうを含む。）、くも膜下出

血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾

病 

 （９） 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う

業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例施行規則の規定は、平成２２年７月１日から適用する。 

 

 

 

訓令第１３号 

 大和高田市生活保護システム導入業務プロポーザル審査委員会設置要綱を次のように定める。 

  平成２２年８月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市生活保護システム導入業務プロポーザル審査委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 生活保護システムの導入業務を実施するに当たり、導入業務委託に係る受託事業者（以下「受

託者」という。）の特定をプロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、大和高田市生活保護

システム導入業務プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 実施要領及び導入仕様書の策定に関する事項 

規 則 

訓 令 
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 （２） 提案書、プレゼンテーション等によるシステムの総合評価に関する事項 

 （３） 受託候補者の選定に関する事項 

 （４） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、市長が任命する。 

２ 委員長は、福祉部長をもって充てる。 

３ 副委員長は、保護課長をもって充てる。 

４ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 （１） 広報情報課長 

 （２） 保護課長補佐 ２人 

５ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、任命の日から受託者の特定の日までとする。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

３ 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員

等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （会議の非公開） 

第６条 委員会の会議は、非公開とする。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉部保護課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成２２年８月２３日から施行する。 

 （失効） 

２ この訓令は、市長が受託者を特定した日限り、その効力を失う。 

 

 

 

告示第９３号 

 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２２年６月３０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示 

大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３０号）の一部を次のように改正す

る。 

第１２条を次のように改める。 

告 示 
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 （無給休暇） 

第１２条 市長は、前条の有給休暇のほか、臨時職員に対して、次の各号に掲げる区分に応じ当該各

号に定める期間の無給休暇を与えるものとする。 

（１） 臨時職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得

ないと認められる場合 １の年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。以下同じ。）に

おいて１０日の範囲内の期間 

（２） ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定である女子の臨時職

員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間 

（３） 女子の臨時職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間

（産後６週間を経過した女子の臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと

認めた業務に就く期間を除く。） 

（４） 臨時職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登

録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供す

る場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと

認めるとき。 医療機関の意見を参考に、所属長と人事課長が協議の上必要と認める期間 

（５） 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下この号において同じ。）を

養育する臨時職員が、その子の看護（負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の

予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。）のため勤務

しないことが相当であると認められる場合 １の年度において５日（その養育する小学校就学の

始期に達するまでの子が２人以上の場合にあっては、１０日）（勤務日ごとの勤務時間の時間数

が同一でない臨時職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間）の範囲内の

期間 

（６） 次に掲げる者（イ及びウに掲げる者にあっては、臨時職員と同居しているものに限る。）

で負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以

下この号において「要介護者」という。）の介護その他の市長が定める世話を行う臨時職員が、

当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 １の年度において５日（要

介護者が２人以上の場合にあっては、１０日）（勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない臨

時職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間）の範囲内の期間 

ア 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において

同じ。）、父母、子及び配偶者の父母 

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 

ウ 臨時職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び臨時

職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、月額臨時職員が第１４条の公務災害補償に該当する負傷又は疾病の場

合においては、当該職員の任用期間の満了日までを上限として、当該負傷又は疾病が治癒するまで

の期間を有給休暇として与えるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に使用された改正前の大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱第１２条

第１項第４号の休暇については、改正後の大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱第１２条第１

項第５号の休暇として使用されたものとみなす。 
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告示第１０２号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。 

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

大和高田市長に対し異議申立てをすることができると共に、当該異議申立ての決定に不服があるとき

は、その決定のあったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、奈良県知事に対し審査請求

をすることができる。 

  平成２２年８月５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１.職権消除日     平成２２年８月５日 

２.職権消除される者  市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

告示第１０３号 

 屋外広告物法第８条の規定により、次のとおり違反広告物を保管しましたので告示します。 

平成２２年８月５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理

番号 
名   称 種 類 数量 設置場所 除却日 保管開始日 保管場所 

１ (株)三昌 はり札 ５ 高田市内 ７／２７ ７／２７ 市西側駐車場

２ 奈良ミユキハウス建設 はり札 ２ 高田市内 ７／２７ ７／２７ 市西側駐車場

３ 光不動産 はり札 ２ 高田市内 ７／２７ ７／２７ 市西側駐車場

４ 賃貸倶楽部三貴 はり札 ３ 高田市内 ７／２７ ７／２７ 市西側駐車場

５ トライ はり札 １ 高田市内 ７／２７ ７／２７ 市西側駐車場

６ その他 はり札 ７ 高田市内 ７／２７ ７／２７ 市西側駐車場

７ 豊富住建 立て看板 ８ 高田市内 ７／２７ ７／２７ 市西側駐車場

８ 大地不動産 立て看板 ２ 高田市内 ７／２７ ７／２７ 市西側駐車場

９ その他 立て看板 １ 高田市内 ７／２７ ７／２７ 市西側駐車場

１０ 東武建設 のぼり １ 高田市内 ７／２７ ７／２７ 市西側駐車場

１１ その他 のぼり １ 高田市内 ７／２７ ７／２７ 市西側駐車場

問い合わせ先  環境建設部 都市計画課   ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１  

 

告示第１０４号 

 平成２２年度交付要求通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所等が不

明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定によ

り、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

  平成２２年８月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 
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  平成２２年８月９日 

２ 送達を受けるべき者   市役所前の掲示場に掲示済み。 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第１０５号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２２年８月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２２年８月３１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２２年５月１０日、同月１２日、同月１８日、同月２０日、同月２５日、同月２７日、同月

３１日 

 

告示第１０６号 

 平成２２年９月３日大和高田市議会定例会を本市議事堂に招集する。 

  平成２２年８月２７日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

告示第１０７号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第

１項の規定により告示します。 

  平成２２年８月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため 

２．移動年月日 

平成２２年８月２日、同月５日、同月１１日、同月１７日、同月２３日、同月２６日、同月３１

日 

３．移動対象区域 

  近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車

等放置禁止区域 

４．保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

５．引取期間 
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  移動日から６０日間。ただし、祝日は除く。 

６．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

７．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

８．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第１０８号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、大和都市計画生産緑地地区を変更したので、同法第２１条第２項の規定において

準用する同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市

計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成２２年９月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 都市計画の種類 

   大和都市計画生産緑地地区 

２ 都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画(大和高田市)市街化区域内 

３ 縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

 

 

 

公告第８３号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年８月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 市営住宅（礒野）地上デジタル設備設置工事 

２ 工事場所 大和高田市礒野北町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年２月２８日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の電気工事に登録されている

者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

公 告 
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（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年８月６日（金）から平成２２年８月１０日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年８月１０日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年８月６日（金）から平成２２年８月１０日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年８月６日（金）から平成２２年８月２０日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後４時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年８月２０日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年８月２５日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。
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１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年８月２６日（木）午前９時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

金３，８７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第８４号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年８月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 大和高田市立図書館自家用電気工作物修理工事 

２ 工事場所 大和高田市西町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２２年９月３０日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の電気工事に登録されている

者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 
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６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年８月６日（金）から平成２２年８月１０日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年８月１０日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年８月６日（金）から平成２２年８月１０日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年８月６日（金）から平成２２年８月２０日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後４時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年８月２０日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年８月２５日（水）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年８月２６日（金）午前９時１０分から 
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（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者と

します。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

金１，１４０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第８５号 

 大和高田市自動車臨時運行許可に関する取扱規則（昭和５７年規則第２１号）の規定により、次の

自動車臨時運行許可番号標を無効としたので公告します。 

  平成２２年８月２３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

○ 臨時運行許可番号標番号 

３３－３５ 

 

公告第８６号 

大和高田市インターネット市有財産売却の公告について 

 市有財産（自動車）の売却について、次のとおり財産売却システムにより一般競争入札を実施する

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定に基づき公告する。 

  平成２２年９月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１ 一般競争入札に付する物件 

  以下の物件を入札に付し、売り払う。 

（自動車） 

区分番号 財産名称 登録 排気量 走行距離 予定価格 入札保証金

H22-1 日産ｻﾌｧﾘ(消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車) H1.2 4.16L 7,622km 150,000 円 15,000 円 

備考１．予定価格（消費税及び地方消費税を含む。）とは、あらかじめ市が定めた最低売払価格をいう。 
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備考２．走行距離は、下見会等により増加することがある。 

備考３．この自動車は、ＮＯｘ・ＰＭ対策地域内に使用の本拠を置くことができない。 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項又は第２項各号に該当しない者であること。 

 （２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過していない場合を含む。）でないこ

と。 

 （３） 大和高田市の職員でないこと。 

 （４） 日本語を完全に理解できる者であること。 

 （５） 日本国内に住所及び連絡先がある者であること。 

 （６） 市が定める大和高田市インターネット公有財産売却ガイドライン（以下「市ガイドライン」

という。）及びＹａｈｏｏ！オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾し、遵守で

きる者であること。 

 （７） 市有財産の買受けについて一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格な

どを有している者であること。 

 （８） ２０歳以上の者であること。 

 （９） 「３ 入札参加申込みの方法」により、あらかじめ一般競争入札への参加申込みをした者

であること。 

３ 入札参加申込みの方法 

 （１） 入札参加希望者は、平成２２年９月７日（火）午後１時から平成２２年９月２８日（火）

午後２時までに、あらかじめヤフー株式会社の提供するインターネット公有財産売却システム（以

下「売却システム」という。）により参加の仮申込みの手続を行うとともに、クレジットカードに

より市が定めた入札保証金を納付すること。 

 （２） 入札参加希望者は、上記（１）の仮申込手続を完了した後、平成２２年９月２８日（火）

午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝祭日は除く。）に所定の申込書等により大和高田市財務部財

産管理課に一般競争入札への参加を申し込むものとする。（郵送の場合は、平成２２年９月２８日

（火）までの消印を有効とする。） 

 （３） 期限までに申込書等を提出しない者は、この入札に参加することができない。 

４ 契約条項を示す場所及び期間 

 （１） 場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地の１ 

        大和高田市財務部財産管理課 電話０７４５－２２－１１０１ 

 （２） 期間 平成２２年９月７日（火）午後１時から平成２２年９月２８日（火）午後５時まで 

５ 下見会を行う場所及び日時 

  下見希望者は、大和高田市財務部財産管理課（電話:０７４５－２２－１１０１）まで必ず事前に

連絡すること。 

 （１） 場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地の１ 

        大和高田市役所中庭 

 （２） 日時 ［第１回］平成２２年９月８日（水）午後１時から午後４時まで 

        ［第２回］平成２２年９月１７日（金）午後１時から午後４時まで 

  ※車体等の傷及び積載品の確認については、上記下見会の時に行うこと。なお、下見会で入札物

件を確認しなくても入札には参加できるが、入札物件に関するすべての事項を了承されている

ものとみなす。 

６ 一般競争入札等の場所及び期間 

 （１） 場所 売却システム上 

 （２） 入札期間 平成２２年１０月１２日（火）午後１時から平成２２年１０月１９日（火）午
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後１時まで 

 （３） 開札 平成２２年１０月１９日（火）午後１時 

７ 入札の方法 

 （１） 売却システム上で入札価格（消費税及び地方消費税を含む。）を登録する。なお、この登録

は、一度しか行うことができない 

 （２） 郵送又は持参による入札書の提出は、認めない。 

８ 入札保証金 

 （１） 入札に参加しようとする者は、市が定めた入札保証金をクレジットカードにより納付しな

ければならない。 

 （２） 落札者の納付した入札保証金は、契約締結時に、契約保証金の全部に充当する。 

 （３） 入札保証金は、落札者のものを除き入札期間終了後還付する。 

 （４） 入札保証金には、利息を付さない。 

９ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 （２） 虚偽の申請を行った者のした入札 

 （３） 市ガイドラインに記載する無効な入札に該当する入札 

１０ 落札者の決定方法 

   入札期間終了後、市は、開札を行い、入札物件ごとに売却システム上の入札において、有効な

入札を行った者のうち、入札価格が予定価格以上でかつ最高価格で入札した者を落札者とする。

ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ（自動抽選）で落札者を決定する。 

   なお、落札者の決定に当たっては、落札者のＹａｈｏｏ！ ＪＡＰＡＮ ＩＤを落札者の氏名

（名称）とみなす。 

１１ 契約に関する事項 

 （１） 契約の締結期限 

   落札者は、平成２２年１１月２日（火）午後５時までに契約を締結しなければならない。なお、

落札者が契約締結期限までに契約しなかった場合は、売却の決定を取り消す。この場合、市有財

産売却の財産の所有権は、落札者に移転しない。また、納付された入札保証金は、返還しない。 

 （２） 契約書作成の要否  

要す。 

 （３） 契約保証金 

契約締結時に納付されている入札保証金を契約保証金の全部に充当する。また、契約保証金に

は、利息を付さない。 

 （４） 売払代金 

   売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金（契約保証金に充当した入札保証

金）を差し引いた額とする。 

 （５） 売払代金の残金の納入 

   落札者は、この契約締結日から平成２２年１１月５日（金）の正午までに、売払代金の残金を、

一括にて甲の指定する銀行口座への振込（振込手数料は、落札者の負担とする。）又は甲の発行す

る納入通知書により納付しなければならない。 

１２ その他 

 （１） 契約、引渡しその他に要する費用は、すべて落札者の負担とする。 

 （２） 物件の引渡しは、保管場所において行う。 

 （３） 一時抹消登録を行うので、引渡しの際、自走する場合は、仮ナンバーが必要となる。また、

落札者は、運輸支局等で自動車登録手続（中古車新規登録）を行うものとする。 
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 （４） 当該公告文記載内容その他事項については、市ガイドラインに基づくものとする。 

 （５） 入札及び契約に関する事務を担当する部局 

  名称 大和高田市財務部財産管理課 

  所在地 〒６３５－８５１１ 奈良県大和高田市大字大中１００番地の１７ 

  電話番号 ０７４５－２２－１１０１（内線２２２・２２４） 

 

公告第８７号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年９月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高６幹中三倉堂２丁目地内管渠工事（８）・給配水管移設工事（Ｇ０８） 

２ 工事場所 大和高田市中三倉堂２丁目地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年３月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＡであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月６日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年９月７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 
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参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年９月１３日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年９月１６日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年９月１７日（金）午前９時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を行

った者とします。 

１６ 契約保

証金 

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥４７，６９０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 
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２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第８８号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年９月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高６幹蔵之宮町地内管渠工事（１）・給配水管移設工事（Ｇ０１） 

２ 工事場所 大和高田市蔵之宮町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年２月２８日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＢであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月６日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年９月７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。
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８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年９月１３日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年９月１６日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年９月１７日（金）午前９時３０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を行

った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥３２，６６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札
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を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第８９号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年９月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克    

１ 工事名 高６幹中三倉堂２丁目地内管渠工事（２）・給配水管移設工事（Ｇ０２） 

２ 工事場所 大和高田市中三倉堂２丁目地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年２月２８日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＢであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月６日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年９月７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 
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の閲覧等 （１）閲覧等の期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年９月１３日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年９月１６日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年９月１７日（金）午前９時４０分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を行

った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥２６，１４０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 
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（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第９０号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年９月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 藤枝若葉町地内管渠工事（３） 

２ 工事場所 大和高田市若葉町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年１月３１日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月６日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年９月７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）



平成２２年９月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報               第２６０号 

 22

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年９月１３日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年９月１６日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年９月１７日（金）午前１０時３０分から 

（２）場所   高田消防署２階会議室 （市役所庁舎西隣） 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を行

った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１１，５４０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公告第９１号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年９月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 敷枝池田地内管渠工事（４）・給配水管移設工事（Ｇ０４）・配水管布設替工事（池

田） 

２ 工事場所 大和高田市池田地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年１月３１日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月６日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年９月７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 
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（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年９月１３日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年９月１６日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年９月１７日（金）午前１０時４５分から 

（２）場所   高田消防署２階会議室 （市役所庁舎西隣） 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を行

った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１６，１４０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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公告第９２号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年９月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高５枝東中１丁目地内管渠工事（１１）・給配水管移設工事（Ｇ１１） 

２ 工事場所 大和高田市東中１丁目地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年１月３１日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月６日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年９月７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 



平成２２年９月１０日（金）       大 和 高 田 市 公 報               第２６０号 

 26

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年９月１３日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年９月１６日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年９月１７日（金）午前１１時００分から 

（２）場所   高田消防署２階会議室 （市役所庁舎西隣） 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を行

った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１６，１２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第９３号 
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次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２２年９月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 敷枝大谷地内管渠工事（２０－１）・給配水管移設工事（Ｇ２０－１） 

２ 工事場所 大和高田市大谷地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２３年１月３１日（月）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２２年度大和高田市格付け等級がＣであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月６日（月）ま

で。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２２年９月７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣）
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９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２２年９月１日（水）から平成２２年９月１０日（金）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２２年９月１３日（月）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２２年９月１６日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２２年９月１７日（金）午前１１時１５分から 

（２）場所   高田消防署２階会議室 （市役所庁舎西隣） 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した工事を履行できると大和高田市長が判断した入札者

であって、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を行

った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１４，０００，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

教育委員会 
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教育委員会告示第１４号 

 大和高田市教育委員会８月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２２年８月５日 

大和高田市教育委員会 

  委員長 松 村 宗 昭   

記 

 日 時  平成２２年８月１２日（木）午後２時００分 

 場 所  中央公民館 ２階 会議室 

 議 案  第１号 後援願いについて 

      第２号 その他 

 

教育委員会告示第１５号 

 大和高田市教育委員会８月臨時委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２２年８月１２日 

大和高田市教育委員会 

  委員長 松 村 宗 昭   

記 

 日 時  平成２２年８月１７日（火）午後２時００分 

 場 所  大和高田市役所 ３階 東会議室 

 議 案  第１号 平成２３年度以降使用小学校教科用図書採択について 

      第２号 その他 

 

教育委員会告示第１６号 

 大和高田市教育委員会９月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２２年８月３０日 

大和高田市教育委員会 

委員長 松 村 宗 昭   

記 

 日 時  平成２２年９月２日（火）午後２時００分 

 場 所  さざんかホール ４階 会議室 

 議 案  第１号 第６３回市民体育大会（陸上レクリエーション大会）開催要項（案）について 

第２号 児童ホーム設置条例施行規則の一部を改正する規則（案）について 

第３号 後援願いについて 

第４号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第３２号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２２年８月２日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２２年８月１０日（火）午前９時００分 

 ２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 東会議室 

選挙管理委員会
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 ３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

        第２号 在外選挙人名簿の抹消について 

       第３号 その他 

 

選挙管理委員会告示第３３号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２２年８月２５日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

記 

１ 日 時  平成２２年９月２日（木）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ４階 会議室 

３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

第２号 選挙人名簿の定時登録について 

第３号 裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者を選定するくじについて 

第４号 その他 

 

選挙管理委員会告示第３４号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項及び第３０条の７第１項の規定により、

平成２２年９月３日から平成２２年９月７日までの間、縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名

及び住所等を記載した書面並びに在外人名簿に登録した者の氏名及び経由領事官の名称等を記載した

書面の縦覧場所は、次のとおりである。 

  平成２２年８月２５日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

 縦覧場所 大和高田市大字大中１００番地の１ 

      大和高田市役所 ３階 選挙管理委員会事務室 

 

 

 

農業委員会告示第９号 

 大和高田市農業委員会９月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２２年８月２６日 

大和高田市農業委員会 

会長 水 井 豊   

日 時  平成２２年９月６日（金）午後３時００分 

場 所  大和高田市役所 ３階 東会議室 

  議 案  第１号 農地法第５条規定による申請の件 

       第２号 農地法第１８条第６項について通知の件 

       第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計につ 

          いて 

       第４号 その他 

 

農業委員会


